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令和２年２月 12 日に発送した市税催告書（12,675 通）の、納付書兼領収済通知書の使用 

期限について、表記に誤りがあることが判明しましたので報告します。 

 

 

１ 該当箇所   納付期限を過ぎた納付書について、使用できない旨を記載したところ、日付に

誤りがありました。 

         （正）この納付書は、令和２年２月 22 日以降は使用できません。 

         （誤）この納付書は、令和元年２月 22 日以降は使用できません。 

         

   ２ 原因     催告書を作成する際、年月日のうち月日のチェックは行ったものの、年につい

ては正しいものと思い込み、十分に内容確認を行わず、誤ったまま作成、発送

しました。 

 

   ３ 判明の経緯  発送翌日の２月 13日に市内の金融機関より指摘を受け、誤りが判明しました。 

 

   ４ 対応    指定金融機関及び収納代理金融機関に対し、表記に誤りがあったこと及び金融

機関、及び郡山市納付窓口においては納付期限である令和２年２月 21日までは

納付可能であることを周知しました。 

対象者に対し、準備が整い次第、文書郵送により周知します。 

    

５ 再発防止策  該当箇所については表記の見直しを行うとともに、チェック体制の強化を図り、

再発防止に努めてまいります。 
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